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第 3号 様式 (第15条関係)

事 業 者 排 出 量 削 減 報 告 書 ラ ″

19条 の規定により提出します。

国の行政機関

注 1荻 当する口には レ 印を記入してくださヽヽ 特定事乗者以外の事業者の方はレ印の記入は不要で汽

2「 基準年度Jと は計画期間の前年度を 「 目tr年度jと は計画期間の最推年度を 「 解告年度」とは計画獅門のうち 今 回報告の対蕉となる年度をいいます。
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業活動に伴い残生するよ室効果ガスをいいま曳

4「 その他の地球江暖化対策による漫室効果ガスの開激最苺Jの 実績については 計 画期間中の実績の系計をに入 してください。

(例)グ ワーン【力の庫入によるよ雪効果メスの高!減策績が13年 度5ト ンで19年度10トンの場合 19年 度の観告書の実葱については18年 度と19年 度の実歓を累計し1,トンと記入

5「 特記鞄 ltri 平成2年度 (1900年 度)を 基準とした排出景の対えやエネルギー原単位C64tl出量 省 エネ製品開発など他者の温室効果ノス排出肖J滅への責献 グ ″―ン調達の採用 特 定フ

ヨンなどの条例指定外の混ヨ効果必 の肖」残などを記入してください。

京都府舞鶴市字余部下1190番 地

7京 都府地球温援化対策条例施行規則第10条第1号該当事業者 (大規模エネルギー使用事業者 (原油に換算して1,500キロリットル以上))

「
こジ娯磐撃掃曜鱗

例施行規則第Ю条第2号又は第3号該当事業者 伏 規模tEE事業者 (トル ク又はノミスЮ9台以上/タ クシーお研れ

r京 都府や球温暖化対策条例施行規則第10条第4号該当事業者 (その他の温室効果〃スの大規模排出事業者 (二酸化炭素に換算して3.000卜こ

コ 戎 18  41 4 月  ～  平 成 年

善を行うとともに、ボイラ

を主に省エネによる

181月給気配管本気潟れ修理 (2箇所)、 配管変更 ,(推 定 A重 油50■ 2キニ閉 ヒ炭宗排出逮135t/年 の減少)

(A重油)高 購による使用よ及び調達蚤削減によるネ気tt用里の制限を実札

トラップ装置年の修理 モ15箇 所。

3箇 所に於けるタイマーによる運転時河設定変更。

担 当 者 氏 名

ファクシ ミリ番号


